
高知市上下水道局規程第16号 

 高知市上下水道事業における高知市公共調達条例施行規程を次のように定める。 

  平成27年10月１日 

高知市上下水道事業管理者 海 治 甲太郎 

高知市上下水道事業における高知市公共調達条例施行規程 

 

高知市上下水道事業における高知市公共調達条例の施行に関する必要な事項については，高知市公

共調達条例施行規則(平成27年規則第93号)の規定を準用する。 

附 則 

この規程は，平成27年10月１日から施行する。 


